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国外に現在する被保護者に対する生活保護法の適用が認
められた事例

最高裁判所第一小法廷平成20年2月28日判決（平成17年（行ヒ）第
47号，保護申請却下処分取消等請求事件）判例時報2044号50頁

社 会 保 障 法 判 例

江　口　隆　裕

I　事実の概要

1　X（原告，被控訴人，被上告人）は，平成13年
5月14日，Y（平成15年4月1日以降大阪市東淀川
区福祉事務所長の地位を承継した大阪市東淀川区
保健福祉センター所長）から，保護開始日を同年
4月16日とする生活保護開始決定を受けた。その
当時，Xは，大阪市東淀川区内の住居（以下「本
件住居」という。）で生活しており，就労はしてい
なかった。
2　Xは，平成13年6月14日に出国してタイのバン
コクに渡航し，同年7月13日帰国して本件住居に
戻った。Xは，本件住居とバンコクとの往復に要
した交通費及び同地における宿泊料として，同年
6月ころ，少なくとも合計7万0920円を支出した。

Xは，平成13年7月18日，Yに対し，同年6月
14日から同月25日までの11日間バンコクにおい
て求職活動及び生活環境の調査をしたとして，移
送費支給申請書を提出し，上記金額の給与の申請
をしたが，Yは，これを却下する旨の決定をした。
3　平成13年7月31日，Yは，国外に滞在する要
保護者は生活保護法（以下「法」という。）による
保護の対象とはならないとの解釈を前提に，法25

条2項に基づき，Xに給与した同年6月分の生活扶
助のうちXが外国滞在中であったとする同月14日
から同月25日までの期間の分に相当する金額3万
3,728円を減ずることとし，Xに対し，同年8月15
日付け保護決定通知書をもって，同年9月分の生
活扶助（8万4320円）から上記金額を差し引いて
給与する旨の保護の変更の決定（以下「本件変更
決定」という。）をした。
4　Xは，これを不服として，本件変更決定等の取
消しを求めて訴えを提起した。

第1審（大阪地方裁判所平成16年2月26日判決，
判例自治257号87頁）は，国内に居住地を置いた
まま一時的かつ短期に国外に滞在しているにすぎ
ない要保護者についてまで，およそ一律に国外滞
在中は法による保護の対象にならないと解する法
律上の根拠はないとの解釈を示した上で，Yは，
単にXが平成13年6月12日から同月25日までの間
国外にいた事実を主張するのみで，本件変更決定
の必要性を基礎づける事情を具体的に主張立証し
ておらず，したがって，法25条2項に規定する保
護の変更の必要があったとは認められず，法56条
に規定する正当な理由があったとも認められない
ので，本件変更決定は違法であるとして，本件変
更決定を取り消し，Xの請求を認容した。

判例研究
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原審（大阪高等裁判所平成16年11月5日判決，
最高裁判所HP「裁判例情報」）も，第1審とほぼ
同じ理由によって，控訴を棄却した。

これに対し，本判決は，原判決を破棄し，第1
審判決中Yの敗訴部分を取り消して，Xの請求を
棄却した。

II　判旨

1	　国外に現在する被保護者に対する生活保護
法の適用について

「法19条は，1項において，都道府県知事等は，
「その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居
住地を有する要保護者」（1号）及び「居住地がな
いか，又は明らかでない要保護者であって，その
管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を
有するもの」（2号）に対して，保護を決定し，か
つ，実施しなければならないと規定した上，2項
において，居住地が明らかである要保護者であっ
ても，その者が急迫した状況にあるときは，その
急迫した事由がやむまでは，その者の現在地を所
管する福祉事務所を管理する都道府県知事等が保
護を行うものとしている。保護の方法に関して
も，法30条が，生活扶助は原則として被保護者の
居宅において行うものと規定している。法がこの
ような居住地主義及び居宅保護の原則を採用した
趣旨は，要保護者がその居住地を有する限り，そ
こにおける継続的，安定的な生活に着目して生活
状態，資産状況等の事項を把握し，それを基に必
要な扶助を与えるとともに自立の助長のための措
置を講ずることとしたものと考えられる。

以上のことに法2条の規定をも考慮すると，国
外に現在している被保護者であっても，法19条所
定の「居住地」に当たると認められる居住の場所
を国内に有しているものは，同条に基づき当該居
住地を所管する実施機関から保護の実施を受けら
れると解すべきである。このように解しても，そ
の居住地における被保護者の生活状態，資産状況
等の事項を調査して把握し，その結果に基づいて
所要の保護の変更，停止又は廃止を決定し，ま
た，自立の助長のための措置を講ずることは可能

であるから，保護の決定及び実施に関する制度の
趣旨が損なわれるとはいえない。

もとより，被保護者が，当初の居住地を離れて
国外に滞在し続けるなどした結果，国内に居住地
も現在地も有しないこととなった場合には，保護
の停止又は廃止の決定をすべきであるが，被上告
人がタイに滞在していたとする期間につき，本件
住居を被上告人の居住地ということができなくな
り，被上告人が国内に居住地を有しないものと
なっていたなどというような事実は，上告人も主
張立証するところではない。」

2	　本件変更決定の適法性について
「法4条は，保護の補足性の原則を定め，保護

は，生活に困窮する者がその利用し得る資産，能
力その他あらゆるものをその最低限度の生活の維
持のために活用することを要件として行われると
規定している（同条1項）。これを受けて，法8条
1項は，保護の程度に関し，要保護者の需要のう
ち，その者の金銭又は物品で満たすことのできな
い不足分を補う程度において行うものとすること
を定めている。

前記事実関係等によれば，被上告人は，平成13
年6月ころ，タイへの渡航費用として少なくとも
7万0920円を支出したというのである。これだけ
の金額を，保護を受け始めて間もない時期に上記
のような目的のために支出することができたこと
などからも，被上告人が，同月ころ，少なくとも
上記渡航費用を支出することができるだけの額
の，本来その最低限度の生活の維持のために活用
すべき金銭を保有していたことは，明らかである。

そうすると，被上告人に給与された平成13年6
月分の生活扶助は，被上告人の保有する金銭で満
たすことのできない不足分を補う程度を超過して
されたこととなる。したがって，被上告人に対す
る保護に関し，法25条2項に基づき，上記金額を
超えない金額である3万3728円を同月分の生活扶
助から減じ，同年9月分の生活扶助から差し引く
ことについては，その必要があったということが
でき，この保護の変更は法56条所定の正当な理由
があるというべきであるから，本件変更決定は適
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法であることとなる。」

3	　結論
「以上のとおりであって，原判決は破棄を免れ

ない。そして，Xの本件変更決定の取消請求は理
由がないから，第1審判決中これを認容した部分
を取消し，同取消請求を棄却すべきこととなる。」

III　解説

判旨の理由付けに反対

1	　本判決の意義
本判決では，国内で保護決定を受けたにもかか

わらず，国外に現在する被保護者に対して法の適
用があるか（論点1），保護費が過去に遡って一括
支給された場合に，それは法4条の「資産」に該
当するか（論点2），論点2を肯定する場合，当該

「資産」から外国への渡航費用を支出したことを
理由として，現在の保護費の減額という保護の変
更決定をなしうるか（論点3）が論点となった。

これらについて，本判決では，すべての論点を
積極に解し，タイへの渡航費用（7万0920円）を
超えない範囲（3万3728円）で生活扶助費を減額
した本件変更決定は適法であるとした。このよう
に本判決は，国外に現在する被保護者に対する法
の適用を認めた（論点1）という点で重要な意義
を有するものの，後述するように，論点2及び論
点3に関しては問題のある判決である。

なお，論点1に関連して，Xの「居住地」が国
内にあるかどうかも問題となりうるが，本事件で
は，Yがこれを争っていないため，裁判上の争点
とはなっていない。

2	　国外に現在する被保護者に対する法の適用
の可否（論点1）

（1）国外に現在する日本人に対する法の適用
（ア）問題となる場合
一般に，国外に現在する日本人に対する法の適

用は，2つの場合に問題となる。第一に，外国に
滞在する日本人が生活困窮に陥った場合であり，

第二には，本事件のように日本国内に居住し，生
活保護を受給している者が国外に現在するにい
たった場合である。

第一の場合については，行政法の属地主義の原
則からして，わが国の国家機関が外国で公権力を
行使することはできず，外国に滞在する日本人に
日本の法令を適用することはできないと解されて
いる1）。しかし，すべての場合にこの考え方が妥
当する訳ではなく，特に給付行政の場合には，当
該法律の趣旨・目的，内容，手続き規定等法の全
体からみて，どのような行為についてどの範囲ま
でなら適用可能かを個別に検討する必要がある。

他方，第二の場合（論点1）について，国は，
これまで「生活保護法上，国外に滞在している者
に対する保護の実施は想定されていないと考え
……海外渡航期間中は生活保護費の一部の支給を
一律に停止することとしていた」2）。しかし，本
判決によって，国外に現在している被保護者で
あっても，国内に居住地を有しているものは，引
き続き法の適用を受けられるとの判断が示された
ため，従来の行政解釈は変更を迫られることに
なった。
（イ）法律の適用範囲と行政行為の適用範囲
論点1について，原判決では，「法2条は，すべ

て国民は，法の定める要件を満たす限り，法によ
る保護を，無差別平等に受けることができる旨規
定しているところ，要保護者が国内に現在してい
ることを保護の要件とする規定は存在しない。し
たがって，国外に現在している要保護者がおよそ
法による保護の対象とならないと解することはで
きない」と判示し，国外に現在する者に対する法
の適用を認めた上で，本件変更決定の違法性を判
断している。このように，原判決は，本事件をま
ず法の適用範囲の問題と捉え，これを肯定した上
で，具体的な行政行為の効力を検討するという判
断枠組みをとっている。

これに対し，本判決では，原判決と結論に違い
はないものの，居住地主義及び居宅保護の原則と
いう保護の方法に加えて，「法2条の規定をも考
慮」し，国外に現在している被保護者であっても
保護の実施を受けられると述べ，法の適用範囲と



社 会 保 障 法 判 例 331Winter ’09

行政行為の効力を一体的に検討している。
ところで，観念的には，法律の適用範囲と公法

行為3）の適用範囲は，区別して考えることができ
る。例えば，外国に居住する日本人が生活困窮に
陥ったため，帰国後に備えて外国から生活保護の
申請をする事例を考えてみよう。

まず，法の適用範囲に関しては，法2条は「す
べて国民は」保護受給権を有すると定め，その上
位規範である憲法25条1項も「すべて国民は」生
存権を有すると規定していること，また，個人の
生存にとって不可欠であるという生存権の性格に
かんがみると，原判決のように，法は，国内外を
問わずすべての国民に適用されると解すべきであ
る。したがって，この事例の場合，法の適用は観
念的に肯定できるものの，現行法上，国外居住者
に対する保護の申請手続きが規定されていないた
め，申請が行えないという結論になると思われ
る。これは，法の適用範囲と申請という公法行為
の範囲に齟齬が生じる一例である。
（ウ）行政行為の地域的適用範囲
次に，国外に現在する者にも法の適用があるこ

とを前提に，国内で行われた公法行為，特に給付行
政に係る行政処分の効力が国外に現在する国民に
及ぶかどうかを検討する。これは，行政行為の効
力の地域的適用範囲の問題である。

これについて，判旨は，国外に現在している被
保護者を，居住の場所を国内に有しているもの

（以下「国内居住ケース」という。）と，国内に居
住地も現在地も有しないこととなったもの（以下

「国外居住ケース」という。）に分け，前者につい
ては，法19条に基づき当該居住地を所管する実施
機関から保護の実施を受けられると解すべきであ
り，他方，後者については，保護の停止又は廃止
の決定をすべきであると判示している。しかし，
これについては，以下の疑問がある。

第一に，国内居住ケースであっても，1週間程
度の旅行のように，国内の居住地を変更したとは
認められない場合（以下「短期旅行ケース」とい
う。）と，1，2カ月間にわたる長期の海外旅行の
ように，国内に居住地を有しているかどうかが問
題となる場合（以下「長期滞在ケース」という。）

では，行政処分の効力をどう考えるかが違ってく
る。後述するように，短期旅行ケースでは，国内
旅行と同様，原則として行政処分の効力は失われ
ないと解するのが適当なのに対し，長期滞在ケー
スでは，保護の実施機関が必要な指導等を行うの
が困難となる可能性があるため，保護の実効性を
担保する観点から，当該被保護者の居住地は従前
のままとみなすべきかどうかが問題となり，仮に
従前の居住地を所管する実施機関が必要な保護を
行えないような状況になったとすれば，保護を停
止又は廃止し，その効力を失効させるべきことに
なる。

なお，判旨は，国内居住ケースに行政行為の効
力が及ぶ根拠として，居住地主義のほかに居宅保
護の原則（法30条）を挙げている4）。しかし，こ
れは，居宅保護か，施設保護かという保護の方法
に関する問題であり，施設保護であっても，判旨
のいう「継続的，安定的な生活に着目して生活状
態，資産状況等の事項を把握し，それを基に必要
な扶助を与えるとともに自立の助長のための措置
を講ずること」は可能なので，これを根拠として
挙げることは妥当ではない。

第二に，国外居住ケースは，まさに行政行為の
国外適用の問題となり，属地主義の原則の下で，
国外居住者に行政行為の効力が及ぶかどうかとい
う問いに答えることが必要となる。そのために，
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（以下

「被爆者援護法」という。）に関する判例を検討し
よう。
（エ）被爆者援護法事件関係判例

①被爆者援護法事件関係判例の概要
国外に居住する者に対し給付行政法上の受給権

を認めた先例として，被爆者援護法に基づき被爆
者健康手帳の交付を受けて「被爆者」たる地位を
いったん取得した後に，日本国内に居住も現在も
しなくなった，いわゆる「狭義の在外被爆者」が
健康管理手当の受給権を失うかどうかが争われた
事件（以下「被爆者援護法事件」という。）がある。

これに関する最初の判例である大阪地裁平成13
年6月1日判決（判例時報1792号31頁，判例タイ
ムズ1084号85頁）は，狭義の在外被爆者たる地位
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の確認及び在外期間中の健康管理手当の支払いを
認め，控訴審たる大阪高裁平成14年12月5日判決

（判例タイムズ1111号194頁）もこれを支持し，同
判決は確定している5）。

さらに，健康管理手当の支給義務を負うのは国
か，都道府県かが争われた事件に関し，福岡高裁
平成15年2月7日判決（以下「福岡高裁判決」と
いう。）（民集60巻5号1960頁，判例タイムズ1119
号118頁）は，狭義の在外被爆者に対して健康管
理手当の受給権を認めた上で，都道府県ではな
く，国に対してその支払いを命じたが，その中
で，狭義の在外被爆者に被爆者援護法の適用があ
るかどうかについては，同法の立法目的（被爆に
よる健康被害に苦しむ被爆者を広く救済する。），
同法の法的性格（非拠出性の社会保障法に属しつ
つ国家補償法的性格も有する。）及び在外被爆者
を救済するという人道的見地を肯定的要素と捉
え，他方，否定的要素である立法者意思（在外被
爆者には適用しないというのが立法者意思だっ
た。），給付体系（同法は，医療給付を基本としつ
つ各種手当を一体のものとする給付体系を予定し
ている。），さらには手続き規定（同法には，在外
被爆者に各種給付を行うための手続き規定がな
い。）については，それぞれ，立法者意思は参考に
とどまり狭義の在外被爆者はその念頭になかっ
た，狭義の在外被爆者に健康管理手当を支給する
のはその給付体系に反しない，手続き規定の欠缺
をもって同法が在外被爆者に適用されることを予
定していないと決めつけることはできない，とい
う目的論的解釈を行い，「狭義の被爆者」は「被爆
者」たる地位を失わないと判示した。

最高裁第3小法廷平成18年6月13日判決（民集
60巻5号1910頁，判例時報1935号50頁）は，福
岡高裁判決とは逆に，健康管理手当の支給義務
は，国ではなく最後の居住地の都道府県が負うと
判示したが，その前提として，狭義の在外被爆者
に対する健康管理手当の受給権については，これ
を認めた福岡高裁判決の判断を是認した6）。
②被爆者援護法事件関係判例との比較検討

被爆者援護法事件と本事件を比較すると，前者
では，本事件のような一時的国外滞在ではなく，

より長期的な国外居住が問題となっている。しか
し，長期間の国外在住者の場合に受給権が認めら
れるのであれば，一時的な国外滞在の場合にはよ
り受給権を認めやすいはずである。そこで，被爆
者援護法事件関係判例を参考としつつ，国外居住
者に対する法の適用の可否を検討する。

まず，被爆者援護法は，国外に居住ないし現在
する者に関する明文の規定を欠いていただけでな
く，在外被爆者には適用しないという立法者意思
が明示されていた。それにもかかわらず，上記諸
判例は，狭義の在外被爆者に対する健康管理手当
の受給権を認めたが，その前提には，長期間の国
外在住者に対しても，観念的には被爆者援護法が
適用されるという判断があるものと考えられる。

さらに，在外被爆者に給付を行うための手続き
規定がなかったにもかかわらず，福岡高裁判決
は，これをもって法が国外居住者に適用されない
と決めつけることはできないとの判断を示してい
る。その後，平成20年6月に被爆者援護法が改正
され，国内に居住地及び現在地を有しない者も，
その住所を管轄するか又は最寄りの領事官を経由
して健康管理手帳の申請及び交付が行えることを
明記した（同法2条2項，同法施行令1条の2）。こ
れは，長期的な国外居住の場合であっても，申請
という公法行為を国外で行えることを法律上明ら
かにしたものである。

すでに，公的年金については，法律上明文の規
定がないにもかかわらず，国外からの裁定請求が
認められており7），また，医療保険各法では海外
滞在期間中の保険事故に対して療養費払いによる
保険給付（海外療養費）を支給していること8）に
かんがみても，法律上明文の規定がないことを
もって，国外居住者に対する給付行政法の適用を
否定することはできないという一般原則を措定す
ることができよう。被爆者援護法の例にならえ
ば，立法によって，国外に居住する国民が，帰国
後に備えて，国内での生活保護受給を申請する権
利を認めることも可能と思われ（保護の申請権を
認めることと，実施機関が保護の決定を行うこと
が別問題であるのは言うまでもない。），さらには
領事官が緊急保護（法19条2項）を行えるように
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することも考えられよう。
（オ）小括
本判決及び一連の被爆者援護法事件関係判例に

より，給付行政法に基づく受益的行政行為につい
ては，当該法律が明文で適用を除外しているので
ない限り，受給権者が国外に現在し，又は居住し
ている場合であっても，その受給権が当然に消滅
することはないという判例法理が確立されたと解
してよいように思われる。さらに，給付行政に係
る申請行為については，当該外国の法令等によっ
て禁じられない限り，法令で手続き規定を定めれ
ば，その適用範囲を国外居住者にも広げられるこ
とが改めて確認された。

3	　本件変更決定の適法性について
（1）保護費の一括支払分の「資産」該当性（論

点2）
これは，本判決では明確に述べられていないも

のの，実務に大きな影響を与える論点である。本
判決の解説9）によれば，Xの渡航費用相当分を保
護費から減額すべきであるとの主張は，第一審で
裁判所から主張を促され，控訴審でようやくYが
追加したもののようである。

本論点について，原判決は，一括支給された
「生活保護費を節約し，タイ王国への渡航費用を
捻出したとのXの主張も，あながち不合理なもの
とはいえない」と判示した。これに対し，本判決
では，タイへの渡航費用7万円余を，保護を受け
始めて間もない時期に支出することができたこと
などからも，Xが，「少なくとも上記渡航費用を支
出することができるだけの額の，本来その最低限
度の生活の維持のために活用すべき金銭を保有し
ていたことは，明らかである」と述べ，その原資
には触れないまま，「平成13年6月分の生活扶助
は，Xの保有する金銭で満たすことのできない不
足分を補う程度を超過してされたこととなる」と
判示している。

ところで，本事件の場合，Xは，平成13年5月
14日に，保護開始日を4月16日とする生活保護開
始決定を受けている。このため，5月中旬には，4
月分（同月16日から30日まで）と5月分の保護費

の一括支払いを受けており（合計12万円余になる
と思われる。），ほかに特段の支出がなければ，7
万円余の渡航費を支払う余裕は十分にあったこと
になる。

問題は，このように遡って一括払いされた保護
費も法4条の「資産」に該当すると解すべきかど
うかである。もしこれを肯定すれば，一括して支
払われた保護費は，特段の事情がない限り「資
産」に該当し，その分現在の保護費を減額すべき
ことになってしまう。

しかし，このような一括払いが生じるのは，保
護の申請から決定までに時間を要するからであ
り，これは申請人側ではなく実施機関側の事情に
よるのが通例であろう。このような実施機関側の
事情によって生じる一括払いの結果として保護費
が減額されるというのは，あまりにも公平の観念
に反する。それだけでなく，実施機関が保護決定
を遅らせるほど，保護の減額可能額が増えるとい
う不合理も生じる。

保護費を原資とする貯蓄等については，中嶋学
資保険訴訟に係る最高裁第3小法廷平成16年3月
16日判決（民集58巻3号647頁，判例時報1854号
25頁）10）において，法4条の「資産」に該当する
ものの，「生活保護法の趣旨目的にかなった目的
と態様で保護金品等を原資としてされた貯蓄等
は，収入認定の対象とすべき資産には当たらな
い」との判断が示されている。この判決では，一
括払いされた保護費は射程に含んでいないもの
の，月々支給される保護費についてさえ，法が

「一定の期間内に使い切ることまでは要求してい
ない」ことを認めている。

したがって，一括払いの保護費については，上
記判決の趣旨及び公平の観念からして，その使途
が法の趣旨目的にかなったものであれば法4条の

「資産」に含まれず，法8条の「金銭」にも含まれ
ないと解すべきであろう。

（2）国外滞在期間中の保護費の減額（論点3）
本件変更決定では，Xの渡航は短期旅行ケース

であるとの前提の下に，平成13年6月分の生活扶
助のうち同月14日から同月25日までの12日間分
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に相当する金額3万3,728円を減じている。ここ
で，30日間の滞在にもかかわらず12日間分の生活
扶助だけを減じたのは，この期間に係るYの移送
費支給申請を根拠にしたためと思われる。

この本件変更決定の適否を判断するためには，
まず，被保護者の旅行の自由を検討する必要があ
る。ちなみに，被保護者といえども，居住・移転
の自由（憲法22条1項）の一環として旅行の自由
を享受でき11），また，海外渡航の自由の一環とし
て外国旅行の自由（憲法22条2項）を有する12）の
は言うまでもない。したがって，ここで検討する
のは，被保護者が旅行をしたことを理由として，
保護の停止・廃止や保護費の減額を行うことの適
否である。
①国内旅行と保護の取扱い

最初に，国内旅行について検討する。被保護者
が国内旅行をした場合の保護費の取扱いについ
て，国は明確な指導方針を示しておらず，実施機
関の判断に委ねているようである。

これについては，憲法25条が健康で「文化的」
な最低限度の生活を保障し，また，旅行の自由が
憲法に根拠を有することを考えると，旅行の自由
をできる限り尊重し，短期の国内旅行について
は，実施機関の指導，調査等に支障が生じるなど
特段の事情がない限り，保護の停廃止や保護費の
減額の対象にはならないと解するのが適当である。

これに関連し，支出の節約を求める被保護者の
生活上の義務（法60条）との関係が問題となる。
ところで，保護は，単に扶助費を支給すればよい
というものではなく，それが最低生活の維持さら
には自立助長という法の目的を達成するために使
われることが求められる（法27条1項）13）。法60
条が求める支出の節約の趣旨も，法の趣旨目的を
達成するように保護費を使用することにあり，こ
れに反するような支出は法27条1項に基づく指導
の対象になり得る反面，その趣旨に合致するので
あれば，保護費の範囲内で自由に支出できると解
すべきである。したがって，短期の国内旅行も，
特段の事情がない限り，自由に行えると解して差
し支えないことになる。

②国外旅行と保護の取扱い
次に，短期の国内旅行に関する上記解釈を前提

に，短期の国外旅行について考える。憲法に基づ
く旅行の自由の意義，さらに，原判決が述べるよ
うに，国外旅行が一般化・大衆化しつつある今日
の社会状況を勘案すれば，国内旅行と国外旅行と
で保護の取扱いを別異にする合理的理由は見出し
がたい。したがって，実施機関の指導，調査等に
支障が生じるといった特段の事情がなく，かつ，
当該旅行が法の趣旨目的に反するようなものでな
い限り，短期の国外旅行は自由に行うことがで
き，それを理由とする保護費の減額は原則として
認められないと解すべきである。もっとも，この
ように解すると，物価の安い国に旅行した場合，
保護費が余るのではないかとの反論が考えられる
が，逆に，物価の高い国に旅行した場合に保護費
が加算される訳でもないことを考えれば，物価の
安い国への旅行の場合にだけ保護費を減額するの
が合理的とは思えない。

これに対し，長期滞在ケースの場合には，さら
に場合を分けて考える必要がある。まず，長期滞
在ケースであって，その目的が求職活動等被保護
者の自立助長に資することなどから保護の実施機
関がそれを認めている場合には，一時的旅行の場
合と異なり，物価の相違による保護費の調整が問
題となり得る（物価の低い国に滞在する場合には
減額が，物価の高い国に滞在する場合には増額が
問題となる。）。

他方，長期滞在ケースであっても，保護の実施
機関がそれを知らなかったような場合には，保護
の実施機関が必要な指導，調査等を行うのは困難
なため，居住地が引き続き国内にあるとしても，
保護の停廃止を行うべきであろう（法62条）。

本事件の場合，滞在期間が1カ月に達し，Xが
求職活動に費やしたと主張している期間はせいぜ
いそのうちの数日間程度である。第一審が認定し
た事実によれば，本事件は長期滞在ケースのうち
保護の実施機関がそれを知らなかった場合に該当
するように思われる。



社 会 保 障 法 判 例 335Winter ’09

（3）結論
以上のように解した場合，本事件については，

事実関係にもよるが，少なくともXがバンコクに
滞在していた30日間について物価の相違による差
額分として保護費を減額し，事情によっては保護
の停止又は廃止を決定すべき事案ではなかったか
と思われる。その結果として導き出された減額分
を9月分の生活扶助から減額することについて
は，法56条の正当な理由があることになる。

しかし，取消訴訟についても“訴えなくば裁判な
し” という処分権主義が妥当するので（民事訴訟
法246条）14），裁判所はYがした本件変更決定以上
に保護費を減額することはできず，したがって，
私見によって算出される減額分が本件変更決定に
よる減額分3万3,728円を超えるとしても，本件変
更決定の取消請求を棄却すべきことになり，その
限りで，本判決の結論は是認されることになる。

4	　実務上の取扱い
（1）海外渡航の場合の取扱い方針
本判決を受け，平成20年4月1日付けで「生活

保護法による保護の実施要領の取扱いについて」
（昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課
長通知）が改正され，新たに問19として，「被保
護者が海外に渡航した場合には，生活保護の取扱
いはどうなるか」が設けられた。

これによると，被保護者が一時的かつ短期に海
外へ渡航した場合であって引き続き国内に居住の
場所を有している場合には，保護の停廃止は行わ
ないものの，「当該被保護者は渡航費用を支出で
きるだけの額の，本来その最低生活の維持のため
に活用すべき金銭を有していたことから，当該渡
航費用のための金銭は収入認定の対象となる」と
され，以下の取扱い方針が示されている。
①渡航が単なる遊興を目的とした海外旅行等に充
てられた場合には，交通費及び宿泊費相当額につ
いて収入認定を行うこと。ただし，当該渡航期間
中の基準生活費及び加算額に相当する額を超える
額については，収入認定しないことも差し支えない。
②親族の冠婚葬祭等，修学旅行及び文化・スポー
ツ等の公的国際大会への参加の目的で，概ね2週

間以内の期間の渡航については，法の趣旨目的に
反するものとは認められないことから，渡航費用
の全額を収入認定しないで差し支えない。

この通知では，求職活動のような自立助長を目
的とする場合の取扱いについては明示されていな
いが，①の反対解釈及び②の類推解釈から，収入
認定をしなくてもよいことになるものと思われる。

（2）問題点
3で述べた私見に従えば，①で示された遊興目

的の海外旅行等の場合に，交通費及び宿泊費相当
を当然に収入認定するという方針には賛成できな
い。短期旅行ケースについては，原則として，保
護費は減額すべきではなく，それが法の趣旨目的
に反する場合（例えば，カジノを目的とする海外
旅行等）には，保護費の減額対象になると解すべ
きである。
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